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令和６年度千葉県職業訓練実施計画に係る職業訓練実施状況

※求職者支援訓練の就職率は、令和６年１２月末までに終了した訓練コースの３ヶ月後の実績

計　画 実　績 目　標 実　績
高・障・求機構
千葉支部 870 873 100.3% 82.5% 89.2%

千葉県 188 83 44.1% 82.5% 83.1%

委託訓練 千葉県 3,683 2,093 56.8% 75.0% 71.2%
高・障・求機構
千葉支部 13,037 9,859 75.6% -

千葉県 324 93 28.7% -
高・障・求機構
千葉支部 125 94 75.2% 95.0% -

千葉県 208 84 40.4% 95.0% -

施設内訓練 千葉県 90 44 48.9% 70.0% -

委託訓練 千葉県 150 106 70.7% 55.0% -

基礎コース 687 329 47.9% 58.0% 58.5%

実践コース 1,604 1,529 95.3% 63.0% 57.5%

在職者訓練 施設内訓練

学卒者訓練 施設内訓練

障害者訓練

求職者支援訓練

離職者訓練
施設内訓練

訓練コース・実施機関
受講者数（人）

達成率
就職率

１．令和６年度公的職業訓練の実績について
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コース数 定員 受講者数 応募倍率 定員充足率 就職率 コース数 定員 受講者数 応募倍率 定員充足率 就職率

ＩＴ分野 26 532 251 52.6% 47.2% 56.8% 7 95 81 117.9% 85.3% 50.6%

(8) (130) (51) (-3.1) (-2.6) (0.3) (-3) (-93) (-25) (39.7) (28.9) (-14.6)

営業・販売・事務分野 88 1,604 1,255 108.0% 78.2% 69.7% 44 805 674 126.8% 83.7% 57.9%

(-2) (26) (-45) (-10.3) (-4.2) (-2.5) (-14) (-517) (-234) (35.7) (15.0) (3.5)

医療事務分野 12 173 117 91.3% 67.6% 77.1% 2 30 23 80.0% 76.7% 80.0%

(-5) (-56) (-46) (-14.4) (-3.6) (9.2) (-1) (-15) (-11) (-26.7) (1.1) (-5.0)

介護・医療・福祉分野 69 771 326 48.5% 42.3% 84.8% 14 224 151 81.3% 67.4% 67.4%

(-1) (29) (-117) (-21.0) (-17.4) (3.8) (3) (60) (53) (6.3) (7.6) (4.4)

農業分野 0 0 0 - - - 0 0 0 - - -

(0) (0) (0) - - - (0) (0) (0) - - -

旅行・観光分野 0 0 0 - - - 0 0 0 - - -

(0) (0) (0) - - - (0) (0) (0) - - -

デザイン分野 10 148 91 77.7% 61.5% 69.9% 28 548 492 172.8% 89.8% 52.8%

(-3) (-99) (-58) (-3.3) (1.2) (2.5) (3) (3) (22) (32.6) (3.6) (-0.8)

製造分野 0 0 0 - - - 0 0 0 - - -

(0) (0) (0) - - - (0) (0) (0) - - -

建設関連分野 0 0 0 - - - 6 68 63 186.8% 92.6% 78.6%

(-6) (-75) (-51) - - - (2) (27) (22) (40.5) (-7.4) (0.6)

理容・美容関連分野 2 5 10 240.0% 200.0% 57.1% 1 30 15 73.3% 50.0% 90.0%

(0) (0) (2) (80.0) (40.0) (-42.9) (-2) (-15) (-27) (-51.1) (-43.3) (24.3)

その他分野 5 60 43 91.7% 71.7% 60.4% 2 30 30 416.7% 100.0% 58.8%

(5) (60) (43) - - - (-5) (-113) (-49) (294.3) (44.8) (13.9)

基礎 - - - - - - 29 442 329 99.3% 74.4% 58.5%

- - - - - - (0) (14) (-21) (-12.1) (-7.4) (3.6)

212 3,293 2,093 82.8% 63.6% 71.2% 133 2,272 1,858 132.0% 81.8%

(-4) (15) (-221) (-12.3) (-7.0) (-0.2) (-17) (-649) (-270) (27.4) (8.9) (0.0)

（参考）
デジタル分野 33 640 320 55.9% 50.0% 58.2% 29 517 478 182.0% 92.5% 48.5%

(8) (111) (15) (-10.6) (-7.7) (0.7) (1) (-70) (17) (51.0) (14.0) (-0.9)

２　離職者向けの公的職業訓練の制度別、分野別訓練の実施状況

公共職業訓練（都道府県：委託訓練） 求職者支援訓練
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※（）内は、前年実績との比較。率については増減をポイントで表示。 ※数値は速報値のため、今後変動の可能性がある
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分 野 コース数 定員 受講者数 応募倍率 定員充足率 就職率 コース数 定員 受講者数 応募倍率 定員充足率 就職率

ＩＴ分野 0 0 0 - - - 0 0 0 - - -

(0) (0) (0) - - - (0) (0) (0) - - -

営業・販売・事務分野 0 0 0 - - - 0 0 0 - - -

(0) (0) (0) - - - (0) (0) (0) - - -

医療事務分野 0 0 0 - - - 0 0 0 - - -

(0) (0) (0) - - - (0) (0) (0) - - -

介護・医療・福祉分野 0 0 0 - - - 0 0 0 - - -

(0) (0) (0) - - - (0) (0) (0) - - -

農業分野 5 44 42 138.6% 95.5% 89.5% 0 0 0 - - -

(0) (0) (12) (50.0) (27.3) (1.3) (0) (0) (0) - - -

旅行・観光分野 0 0 0 - - - 0 0 0 - - -

(0) (0) (0) - - - (0) (0) (0) - - -

デザイン分野 0 0 0 - - - 0 0 0 - - -

(0) (0) (0) - - - (0) (0) (0) - - -

製造分野 6 60 14 35.0% 23.3% 78.6% 42 538 472 106.3% 87.7% 87.9%

(2) (10) (-2) (-21.0) (-8.7) (-21.4) (1) (-8) (45) (17.7) (9.5) (1.5)

建設関連分野 2 38 12 42.1% 31.6% 90.0% 6 120 118 112.5% 98.3% 86.0%

(0) (0) (-4) (-23.7) (-10.5) (-10.0) (0) (-8) (6) (7.0) (10.8) (1.9)

理容・美容関連分野 0 0 0 - - - 0 0 0 - - -

(0) (0) (0) - - - (0) (0) (0) - - -

その他分野 2 30 15 53.3% 50.0% 66.7% 14 212 283 176.9% 133.5% 97.3%

(0) (0) (2) (-23.4) (6.7) (-10.2) (0) (0) (-3) (-14.1) (-1.4) (4.1)

合計 15 172 83 66.3% 48.3% 83.1% 62 870 873 124.4% 100.3% 89.2%

(2) (10) (8) (-4.7) (2.0) (-7.7) (1) (-16) (48) (8.8) (7.2) (1.9)

（参考）
デジタル分野 0 0 0 - - - 30 436 405 112.8% 92.9% 86.3%

(0) (0) (0) - - - (1) (0) (45) (17.2) (10.3) (-0.9)

※（）内は、前年実績との比較。率については増減をポイントで表示。 ※数値は速報値のため、今後変動の可能性がある

公共職業訓練（都道府県：施設内訓練） 公共職業訓練（高齢・障害・求職者雇用支援機構）
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コース数 定員 受講者数

ＩＴ分野 33 627 332

(5) (37) (26)

営業・販売・事務分野 132 2,409 1,929

(-16) (-491) (-279)

医療事務分野 14 203 140

(-6) (-71) (-57)

介護・医療・福祉分野 83 995 477

(2) (89) (-64)

農業分野 5 44 42

(0) (0) (12)

旅行・観光分野 0 0 0

(0) (0) (0)

デザイン分野 38 696 583

(0) (-96) (-36)

製造分野 48 598 486

(3) (2) (43)

建設関連分野 14 226 193

(-4) (-56) (-27)

理容・美容関連分野 3 35 25

(-2) (-15) (-25)

その他分野 23 332 371

(0) (-53) (-7)

29 442 329

(0) (14) (-21)

422 6,607 4,907

(-18) (-640) (-435)

92 1,593 1,203

(10) (41) (77)

※（）内は、前年実績との比較

ハロートレーニング（離職者向け）の令和６年度実績

１　離職者向けの公的職業訓練の分野別訓練規模

総計
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※本資料における用語は、以下のとおり定義しています。

「コース数」

公共職業訓練については、当該年度中に開講したコース及び当該年

度以前から開始し当該年度に実施した訓練コースの数（当該年度以前

に開講し、次年度に繰り越すコースを含む）。

求職者支援訓練については当該年度中に開講したコースの数。

「定員」

当該年度中に開講した訓練コースの定員の数。

「受講者数」

当該年度中に開講したコースに入校した者の数。

「応募倍率」

当該訓練の定員を100とした時の、受講を申し込んだ者の数の倍率。

「定員充足率」

当該訓練の定員に対する受講者数の割合。

「就職率」

訓練を修了等した者のうち就職した者の割合。分母については受講者

数から中途退校者数(中途退校就職者数を除く）等を差し引き、分子に

ついては中途退校就職者を加えている。

「デジタル分野」

IT分野（ITエンジニア養成科など。情報ビジネス科を除く。）、デザイン

分野（WEBデザイン系のコースに限る）等。

用語の定義
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就職率充足率受講者数（人）

83.2%95.8%1,059高･障･求機構千葉支部
施設内訓練

令和2年度 87.1%60.5%101千葉県

70.7%78.6%3,080千葉県委託訓練

85.5%93.8%1,184高･障･求機構千葉支部
施設内訓練

令和3年度 77.0%58.7%92千葉県

72.6%77.7%3,270千葉県委託訓練

85.0%94.9%1,131高･障･求機構千葉支部
施設内訓練

令和4年度 88.8%60.1%97千葉県

72.8%71.6%3,127千葉県委託訓練

87.3%93.1%1,145高･障･求機構千葉支部
施設内訓練

令和5年度 90.2%47.6%92千葉県

71.4%70.6%2,791千葉県委託訓練

89.2%100.3%1,153高･障･求機構千葉支部
施設内訓練

令和6年度 83.5%47.2%93千葉県

71.2%63.6%2,621千葉県委託訓練

公共職業訓練（離職者訓練）受講状況・就職状況

※受講者数について、前年度繰越者と当該年度入校者数の合計
※就職率について、当該年度末までに訓練を修了した者の３か月後の就職状況。

- 5 -



受講者数（人）

3,444高･障･求機構千葉支部
令和2年度

103千葉県

5,876高･障･求機構千葉支部
令和3年度

198千葉県

8,027高･障･求機構千葉支部
令和4年度

196千葉県

9,332高･障･求機構千葉支部
令和5年度

209千葉県

9,859高･障･求機構千葉支部
令和6年度

163千葉県

公共職業訓練（在職者訓練）受講状況

※受講者数について、当該年度入校者数の合計。

- 6 -



就職率充足率受講者数（人）

93.8%96.9%120高･障･求機構千葉支部

施設内訓練令和2年度

90.0%61.8%141千葉県

97.8%91.2%114高･障･求機構千葉支部

施設内訓練令和3年度

95.6%54.4%124千葉県

96.2%72.8%91高･障･求機構千葉支部

施設内訓練令和4年度

94.1%52.6%120千葉県

100.0%81.6%102高･障･求機構千葉支部

施設内訓練令和5年度

94.8％56.7%118千葉県

97.0％75.2%94高･障･求機構千葉支部

施設内訓練令和6年度

-40.4%84千葉県

公共職業訓練（学卒者訓練）受講状況・就職状況

※受講者数について、当該年度入校者数の合計。
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就職率受講者数（人）

62.5%40
障害者職業能力開発校における
職業訓練

令和2年度

35.8%123
障害者の多様なニーズに対応した
委託訓練

81.4%51
障害者職業能力開発校における
職業訓練

令和3年度

50.4%143
障害者の多様なニーズに対応した
委託訓練

62.5%54
障害者職業能力開発校における
職業訓練

令和4年度

30.5%131
障害者の多様なニーズに対応した
委託訓練

74.4%55
障害者職業能力開発校における
職業訓練

令和5年度

30.2%136
障害者の多様なニーズに対応した
委託訓練

89.7%44
障害者職業能力開発校における
職業訓練

令和6年度

40.2%106
障害者の多様なニーズに対応した
委託訓練

公共職業訓練（障害者訓練）受講状況・就職状況

※受講者数について、当該年度入校者数の合計。
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開講コースの
充足率
（⑤／④）

開講率
（③／➀）

⑤
受講者数
（人）

④
開講定員
（人）

③
開講コース数

②
認定定員
（人）

➀
認定コース

66.3%78.9%9071,368861,735109令和2年度

65.1%86.3%1,0761,6541011,979117令和3年度

68.3%91.6%1,7112,5051312,735143令和4年度

72.9%95.5%2,1282,9211503,006157令和5年度

81.8%98.5%1,8582,2721332,299135令和6年度

求職者支援訓練実施状況

※①～⑤については、当該年度中に開始したコースについて集計。
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就職率
（⑤／④）

⑤
就職者数
（人）

④
修了者等数
（➀＋②－③）

（人）

③
訓練連続
受講者数
（人）

②
修了者数
（人）

➀
就職理由
中退者数
（人）

就職理由以外
の中退者数
（人）

受講者数
（人）

コース数

50.0%
81165

2149183520225基礎コース

令和2年度
(80)(160)

57.2%
324586

-48610011269864実践コース
(320)(559)

39.0%
73189

1178122521521基礎コース

令和3年度
(73)(187)

51.9%
373728

-6478110983775実践コース
(363)(700)

47.7%
128278

4249333531730基礎コース

令和4年度
(126)(264)

43.8%
4421,017

-918991021,11987実践コース
(435)(993)

54.9%
168313

3281352434028基礎コース

令和5年度
(167)(304)

56.1%
8291,480

-1,3231571261,606117実践コース
(806)(1,437)

58.5%
143255

-227281026521基礎コース

令和6年度
（141）（241）

57.5%
6011,055

-8951601221,17776実践コース
（587）（1,021）

求職者支援訓練就職状況

※当年度中に終了したコース（令和6年度については、令和6年12月末までに終了したコース）について集計。
※就職率については、以下の算定式（ただし、式の分母分子から訓練終了日において65歳以上の者を除く。）により算出。
⑤就職者数（雇用保険適用）÷④修了者等数（①就職理由中退者＋②訓練修了者ー③次の訓練を受講する者（基礎コースのみ））
（表中の（ ）内の数値は、訓練終了日において65歳以上の者を除いた数であり、これに基づき就職率を算出。）

（参考）令和2年度から令和6年度の事業目標：雇用保険適用就職率：［基礎コース］58% ［実践コース］63%
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求職者支援訓練就職状況
（令和６年４月～令和６年１２月コース別／分野別）

※令和6年4月から令和6年12月末までに終了したコースについて集計。
※就職率については、以下の算定式（ただし、式の分母分子から訓練終了日において65歳以上の者を除く。）により算出。
⑤就職者数（雇用保険適用）÷④修了者等数（①就職理由中退者＋②訓練修了者ー③次の訓練を受講する者（基礎コースのみ））
（表中の（ ）内の数値は、訓練終了日において65歳以上の者を除いた数であり、これに基づき就職率を算出。）

※｢従前の就職率｣とは、雇用保険適用でない就職者を含む就職率をいう。

令和５年度（参考）

従前の
就職率

就職率
（⑤／④）

⑤
就職者数
（人）

④
修了者等数
（①＋②ー③）

（人）

③
訓練連続
受講者数
（人）

②
修了者数
(人）

①
就職理由
中退者数
(人）

就職理由
以外の
中退者数（
人）

受講者数
(人）

コース数
従前の
就職率

就職率

71.6%54.9%71.2%58.5%
143255

-227281026521基礎コース
（141）（241）

72.2%56.1%74.2%57.5%
6011,055

-8951601221,17776実践コース
（587）（1,021）

71.7%65.2%66.0%50.6%
4794

-7618161109IT
（44）（87）

71.5%54.4%75.3%57.9%
319555

-476794059536
営業・販売・
事務 （311）（537）

90.0%85.0%100%80.0%
810

-1000101医療事務
（8）（10）

78.6%63.0%83.3%67.4%
3148

-4713516介護福祉
（31）（46）

68.8%53.6%68.4%52.8%
144275

-220554331817デザイン
（142）（269）

77.2%59.3%89%70.8%
5273

-66720937その他
（51）（72）

- 11 -



計画期間中のハロートレーニングの対象者数等

就職率目標定員（人）訓練コース・実施機関

82.5%870機構千葉支部
施設内訓練

離職者訓練 82.5%176千葉県

75.0%3,570千葉県委託訓練

-13,466機構千葉支部
施設内訓練在職者訓練

-347千葉県

95.0%125機構千葉支部
施設内訓練学卒者訓練

95.0%183千葉県

70.0%90千葉県施設内訓練
障害者訓練

55.0%139千葉県委託訓練

58.0%692基礎コース
求職者支援訓練

63.0%1,614実践コース

-21,272計

就職率目標定員（人）

82.5%870

82.5%188

75.0%3,683

-13,037

-324

95.0%125

95.0%208

70.0%90

55.0%150

58.0%687

63.0%1,604

-20,966

令和７年度計画 令和６年度計画（参考）
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ハロートレーニング（離職者向け）の令和７年度計画

求職者支援訓練
公共職業訓練

（高齢・障害・求職者支
援機構）

公共職業訓練（都道府県）
全体計画数

委託施設内

定員定員定員定員定員分 野

24204350677ＩＴ分野

公
共
職
業
訓
練
（
離
職
者
向
け
）

＋
求
職
者
支
援
訓
練
（
実
践
コ
ー
ス
）

565093601501営業・販売・事務分野

8000080医療事務分野

323080601129介護・医療・福祉分野

404

0040

2843

農業分野

000旅行・観光分野

01710デザイン分野

538032製造分野

1208054建設関連分野

050理容・美容関連分野

212113750その他分野

692000692求職者支援訓練（基礎コース）

2,30687035701766922合計

484060601090
（参考）
デジタル分野

※ 「定員」とは、当該年度中における開講コースの定員の数。

※ 委託訓練で、分野が未決定のものはその他分野に分類。
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適切かつ効果的な職業訓練を実施していくため、個別の訓練コースについて
訓練修了者等へのヒアリング等を通じ、訓練効果を把握・検証し、訓練カリ
キュラム等の改善を図る。

地域職業能力開発促進協議会（地域協議会）の構成員のうち、
千葉労働局、千葉県、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構千葉支部、
公益財団法人介護労働安定センター千葉支部

検証対象の訓練分野を選定し、当該分野の訓練コースの対象へのヒアリングを
行い、その結果から、訓練効果等に関して検証し、改善促進策（案）を検討。

① 地域協議会で検証対象の訓練分野を選定。
② ワーキンググループ（ＷＧ）は、選定された分野の中から訓練コースを３コース以上選定し、
各コースの対象の３者にヒアリング。（訓練実施機関、訓練修了者、訓練修了者の採用企業）

③ ＷＧは、ヒアリング結果を踏まえ、調査した訓練コースを含む分野全体について「訓練効果
が期待できる内容」、「訓練効果を上げるために改善すべき内容」を整理。

⇒改善促進策（案）を検討
④ ＷＧは、地域協議会に改善促進策（案）を報告し、次年度の地域職業訓練計画の策定に反映。

目的

構成員

検証手法

具体的な
進め方

公的職業訓練効果検証ワーキンググループの進め方（令和７年度実施分）
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公的職業訓練効果検証ワーキンググループの開催状況

デジタル社会を担う人材の育成が強く求められているなか、企業ニーズに応じた
人材の確保・育成のため、訓練効果を把握・検証し、訓練カリキュラムの改善を
図る。

情報収集対象の産業分野

〇デジタル分野

〇介護分野 大幅な需要拡大が見込まれる介護分野において人材不足問題が深刻化しているな
か、人材確保のため、訓練効果を把握・検証し、訓練カリキュラムの改善を図る。

情報収集（ヒアリング）実施状況

〇ヒアリング実施者 千葉県、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構千葉支部、

公益財団法人介護労働安定センター千葉支部

〇ヒアリング先 ①訓練実施機関 （デジタル分野）２機関 （介護分野）３機関

②訓練修了者 （デジタル分野）２名 （介護分野）３名

③修了者採用企業（デジタル分野）１社 （介護分野）３社

※デジタル分野については、訓練修了者の同意が得られず採用企業のヒアリングが1社となった
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訓練実施にあたって
工夫している点

・ITやWebのデジタル分野については、限られた期間で教えることが多く、訓練生各自が復習を行うこ
とが大切であるが、復習を行うことについて訓練生に声かけを行っている。
・教えることが多いため、訓練生が授業についていけるように講義を行っている。
・Javaプログラミングをカリキュラムとしているが、初めてプログラミングを行う受講者も多いことか
ら、他のプログラミング言語にも応用が利く基本文法や論理的な構造などをしっかりと学習できるよう
にしている。
・コースを立ち上げた当時に想定していた習得状況より訓練難易度を下げ、基礎部分を重視した内容で
授業を行っている。

・web関係の訓練を受講して、「webデザイナー」になりたいと考えている訓練生もおるが、どの世界
でも「デザイナー」は狭き門である。
・訓練実施機関の仕上がり像としては、一般企業における社内Web担当やIT担当、もしくはその両方で
活躍できる人として訓練を行っているが、入校する訓練生との希望に差がある。
・就職先を訓練生が探す際に訓練のカリキュラム内容に惹かれすぎて、特定の言語でのプログラムに狭
めてしまっていることがある。そのため、広い視野での求職活動を勧めている。

訓練実施機関が行っ
ているキャリアコン
サルティングの状況

ヒアリング実施結果概要（デジタル分野） 【訓練実施機関】

訓練実施にあたっての
国への要望、改善して

欲しい点

・短期間の訓練では、Webデザイナーになるのは難しく、一般企業における社内Web担当やIT担当、も
しくはその両方で活躍できる人を目指す訓練であることを理解してもらう必要がある

その他
・IT分野の応募率の低さは、「プログラムは難しそう」というイメージが強いと思われる。
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訓練内容のうち就職
後に役立ったもの

・独学で身につけていたたため、webやITの知識を体系立てて学ぶことを希望しており、講師として就業す
るにあたり学んだ知識が役立っている。
・知識だけではなく、仕事をしていく上での「心得」や「マインド」の教えが役立っている
・就業先がデジタル分野ではないものの、自身のTODOリストを作成して、チェック機能をつけるなど職業
訓練で得た知識を役立てている。

・講師として就業しており、活用されていないと感じるものはない訓練内容のうち就職
後にあまり活用され
なかったもの

就職後に感じた、訓
練で学んでおくべき
だったスキル、技能

・ホームページの中身を作る言語（SQLやPNQなど）について知りたい。
・デザイナーのことについてや、イラストのことを学びたかった

その他
・Web、ITの訓練を受けた方がどのような仕事をしているのか、どういった進路に進んでいるのかといった
方向性（ロールモデル）を知りたかった。
・現在はデジタル分野での就業ではないものの、副業としてプログラミングを活用したいと考えている。

ヒアリング実施結果概要（デジタル分野） 【訓練修了者】
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訓練により得られた
スキル、技能等のう
ち、採用後に役に
立っているもの

・IT、Webの職業訓練を修了して体系的な知識を学んでいるため、安定感がある。
・上記知識により質問に対してほとんどか回答可能であり、即答できない場合は調べて回答することが
できる。

・IT、Webの知識については、日々進歩をしていくため、新しい知識を吸収できる能力は必要となる
・学ぶ力と吸収力が必要だと考えられる

訓練において、より
一層習得しておくこ
とが望ましいスキル、

技能等

訓練修了者の採用に
ついて、未受講者
（未経験者）の採用
の場合と比較して期
待していること

・必ずしも訓練受講者である必要はない。IT、Webの知識があればよい

ヒアリング実施結果概要（デジタル分野） 【採用企業】

訓練修了者を採用す
るに至った理由

・訓練で学んだ知識はもちろんのこと、講師での採用であったためコミュニケーション能力があった
・訓練入校前から独学で学んでいたため、学びの気持ちがある人だった。Webを含め、ITの仕事は、そ
の技術の進歩が速いため、積極的に学ぶ気持ちがある人を採用した。
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訓練実施にあたって
工夫している点

・訓練校の卒業生で現役職員として働いている介護士を招き、介護士として働くうえでに心構えについて
語ってもらっている
・バーチャル体験を含む疑似体験を行い、介護される側に目線に立ってもらうことで、何に困っているか、
どう介護したらよいかを体験してもらっている
・介護に関する基礎知識はもちろんのこと、現役講師による経験談を交えた実技科目講義に特に力を入れて
いる

・履歴書やジョブカード以外に自己PR書を作成してもらい、自身の目標を明確化につなげることができる
・第一印象が大切であることから、身だしなみ等について指摘等を行っている
・施設毎の色を感じとってもらうため、面接の前には可能な限り施設見学へ出向くことを強く伝えている
・介護職は人手不足であるためか、求職活動で余裕を持ちすぎている受講生も見受けられる

訓練実施機関が行っ
ているキャリアコン
サルティングの状況

訓練実施にあたって
の国への要望、改善
して欲しい点

・年々初任者講習を受講する訓練生が少なくなっており、訓練を運営すること自体が難しくなってきている
・また、訓練の制度自体を知らない人が多いため、更なる周知に力を入れていただきたい。

ヒアリング実施結果概要（介護分野） 【訓練実施機関】

- 19 -



訓練内容のうち就職
後に役立ったもの

・施設見学については、近くで見学をするだけだったが、おむつ介護や入浴介助食事介助などの介護を実際
にスタッフが行って見せてくれたため、大いに参考になった。
・疑似体験は、高齢者、障害者にとって何が問題かを事前に体験することで、事前にリスクコントロールが
できる。
・レクリエーションやコミュニケーション技術の授業はとても役に立った
・視覚障害者の誘導や、片麻痺の方のトイレの介助、食事介助、排泄介助などが役に立っている。講師の経
験談も役に立った

・学習して無駄だったことはないが、強いて言えば卒業試験対策で専門用語を覚えたが、実際の現場ではほ
とんど使われることがない。
・段差がある場所での杖歩行は施設がバリアフリー化されているため生かされていない。ただし、今後様々
なシーンにおいて活用する場面が出てくると思う。
・教えてもらったことがすべて役に立っている

訓練内容のうち就職
後にあまり活用され
なかったもの

就職後に感じた、訓
練で学んでおくべき
だったスキル、技能

・習うことと実践することでは大きな差があり、このギャップを埋める対応策等を習いたかった。
・利用者とのコミュニケーション、特に認知症の方とのコミュニケーションは難がある場合が多く、そのコ
ミュニケーション能力を養いたかった
・介護の技術以外の制度や仕組みについて学べるとよかった。介護保険制度は学べたが、介護施設の種類や
障害者支援制度のことなどにちて知ることができるとよかった
・障害の種類だけでなく、それぞれの特徴や対応について学べると仕事に生かせそう

ヒアリング実施結果概要（介護分野） 【訓練修了者】

・ハローワークで介護について学びたいとの相談を行ったところ、職業訓練を紹介された
・ハローワークで職業相談を行ったところ、介護職をを勧められ、職業訓練を行うことにより就労が可能に
なるとの説明を受けた
・年齢的に現職（病院看護職）が厳しくなってきたため、高齢者の介護施設への就職を目指し受講

訓練をどのように知っ
たのか、受講するに

至った動機
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訓練により得られた
スキル、技能等のう
ち、採用後に役に
立っているもの

・利用者に対して、完璧とは行かないまでも、尊敬の念をもって接してくれている
・寝たきりの方の褥瘡（床ずれ）の注意など医療的ケアの知識も入っている
・「体の使い方（体位変換、移動動作補助）の技術」や「トイレ誘導の技術」は実践で大いに役立って
いる

・できれば、一つ上の介護福祉士の資格を目指してスキルアップをしてほしい。
・「障害の3分類（身体・知的・精神）」の基本的知識があるとありがたい。大枠の知識があるだけで
も利用者とのコミュニケーションを図る上で非常に役に立つ。
・デイサービスにおいては、レクリエーションで楽しませたり、司会を行ったりするため、レクリエー
ションのレパートリーやテクニックがもう少しあった方がよい

訓練において、より
一層習得しておくこ
とが望ましいスキル、

技能等

訓練修了者の採用に
ついて、未受講者
（未経験者）の採用
の場合と比較して期
待していること

・介護の基本知識が身についているため、多少のトラブルにもすぐに対応できる。
・教える時間が短くてよく、呑み込みも早くスピード感がある。
・福祉の職を続けていこうという覚悟ができているので勤務が継続する。
・実技等で培った技術があると業務のしやすさは大きく変わるので、そこが期待できるポイントとなる

ヒアリング実施結果概要（介護分野） 【採用企業】

その他

・専門的スキルや資格よりも、コミュニケーションスキル（特に傾聴）を重視している。傾聴をしたう
えで、利用者の要望に応じた対応を展開させていく力を養えるベースがあるかどうかを、採用する際の
ポイントとしている
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デジタル

○訓練施設の考える仕上がり像と、求職者の希望に齟齬が生じる状態があるため、あっせ
んを行うにあたり、本人の希望とカリキュラムの内容をマッチさせる必要があり、そのた
めには、ハローワーク訓練窓口職員の知識向上が求められる。

○訓練を受けた人がどのような仕事をしているのか、どのような進路に進んでいるかを訓
練説明会等で説明をしてもらうことを訓練施設へ提言する。

○業務で活用できる訓練内容を盛り込む場合、１～2ヶ月程度の期間の追加が必要になるこ
とから、カリキュラムの変更や訓練期間の延長を検討する。

○求職者に職業訓練を知ってもらったうえで、受講申込みに進むためには、ハローワーク
窓口での受講勧奨が重要となる。

○受講生が集まらない要因として、介護職を取り巻く労働環境等のマイナスイメージが払
拭できないことも考えられる。そのため、業界の現状について伝えてもらう必要があるこ
とを訓練施設へ提言する。

○訓練施設内で演習等を行ったことで、知識・技能は十分に身についていくと思われるが、
介護施設見学を行い、現場を体験することによって、演習だけではわからなかった部分を
知ることができるめ、見学の重要性について訓練施設へ提言する。

介護

改善促進（案）
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ＩＴ業界で必要とされる人材ニーズについて

目的

方法

ＩＴ分野の職業訓練については、「就職率が低い分野」と分析がなされてお
り、ＩＴ業界において求められる人材、スキル等などの企業ニーズを把握し、
今後の公的職業訓練修了者の就職状況の改善及び地域の人材育成・確保につな
げる

公益社団法人千葉県情報サービス産業協会（CHISA）に協力を依頼し、会員
企業を対象にアンケートを実施。
また、アンケート結果を踏まえ、更なる調査を行うため、会員企業２社に対
してヒアリングを実施。

アンケート結果概要

37% 27% 9% 9% 9% 9%

IT技術者として未経験者を採用する場合の検討可能な年代の上限について

20代後半 30代前半 30代後半 40代前半 50代後半 年齢に関わらず未経験者の採用は難しい
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ＩＴ業界で必要とされる人材ニーズについて

アンケート結果概要

【未経験者に6ヶ月程度の職業訓練を実施した場合、習得できるスキルなどをどの水準まで求めるか】
・「基本情報技術者試験」合格者（複数企業から回答あり）、「応用情報技術者試験」合格者であると尚
よい
・プログラミング言語（Java、C言語、pythonなど）を用いた構築がある程度できる
・AWS認定資格（ソリューションアーキテクト）を取得してほしい
・動きが速い業界なので、「ここまでやれば大丈夫」というものはない

【未経験者の採用を検討する場合の人材について】
●採用可能な年代の上限：20代後半まで
・事務職等の経験者でパソコン操作に慣れているとよい
・ヒューマンスキルが高く、ＩＴ適性検査の結果がよい
●採用可能な年代の上限：30代前半まで
・やる気、意欲的、積極的、学習意欲のある方
・国家資格である「基本情報技術者試験」、「応用情報技術者試験」の合格者
・業界としては常に新しい知識を求められて、動きも速いため、謙虚かつフットワークの軽い方、勉強を続
けられる方

【未経験者を採用困難な理由】
●採用可能な年代の上限：20代後半まで
・技術の習得が難しい、手順を覚えられない方が多い ・即戦力を求めている
・技術の習得前にパソコンの操作を教える必要があり、教育に時間がかかる
●採用可能な年代の上限：30代前半まで
・スキル習得が難しいケースが多い
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ＩＴ業界で必要とされる人材ニーズについて

ヒヤリング結果概要（２社）

【資格について】
●「基本情報技術者試験」については、IT業界における登竜門的立ち位置であり、設計、開発、運用、保守
などの基本的な知識を求められる。
●資格がなくとも就職が可能なIT業界において、「基本情報技術者試験」合格者は、論理的思考（ロジカル
思考）が出来る者という評価となっている。役所や大手企業等の業務受託にあたり、資格保有率を問われる
ことも多く、受託企業先に資格保有者を送り込むことで自社の信頼度にもつながる。

【訓練カリキュラムについて】
●「基本情報技術者試験」合格を目指すためには訓練校で半年程度は学んで欲しい。3ヶ月では十分な知識
の習得が出来ず、就職は厳しい。
●以前実施していたIT分野のデュアルシステム訓練（若年者向け）は企業実習がセットになっており、知識
の習得だけでなく、現場の経験が積めるため、企業・受講生双方にとって効果的な訓練と思われる。
●長期高度人材育成コース（2年間の委託訓練）を作ってITエンジニアを養成するとよいのではないか。知
識が習得でき、「基本情報技術者試験」に合格することにより就職しやすくなる。

【その他】
●資格を取りたいと考える者に訓練を受講させて資格を取らせないと訓練の効果が見えない。
●地域によっては、訓練校で何を学んできたのかを履歴書に詳しく記載し、「基本情報技術者試験」に合格
して資格保有者として応募してくる者が多い。

- 25 -



ＩＴ業界で必要とされる人材ニーズについて

用語について

【主なプログラミング言語】
「Java」
大規模なシステムや企業向けのソフトウェアでよく使われる言語で、Androidアプリ開発にも広く使われて
おり、汎用性が非常に高く、さまざまな分野で活用され続けている言語。
「C言語」
ハードウェアを直接操作できる低レベル機能を持ちながらシンプルで分かりやすい言語で、多くの後継言語
（C++、Java、C#など）の構文に影響を与えている。現在でもコンピュータの資源の制約が厳しいシステム
開発で使われている。
「Python」
AI、データ分析、Web開発など多くの分野で活用されており、注目度も高まっている言語。

【ＡＷＳ(Amazon Web Services)認定資格】
Amazonが提供するクラウドコンピューティングサービスの総称
認定資格には難易度により複数に分かれている。SAAの標準的な勉強時間は150時間程度。
Cloud Practitioner：AWSの基本的な全体像を理解しているかを問う入門資格
Solutions Architect-Associate：AWS上でシステムを安全・安定・効率的に設計できるかが問われる中級資格

【基本情報技術者試験】
ＩＴエンジニアの登竜門。
上位者の指導の下に、ＩＴを活用した戦略の立案、システムの企画・要件定義、設計・開発・運用に関する知識・技能を求め
られる。標準的な勉強時間は200時間程度。
【応用情報技術者試験】
ワンランク上のＩＴエンジニア
独力で、ＩＴを活用した戦略の立案、システムの企画・要件定義、設計・開発・運用に関する知識・技能を求められる。
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令和８年度千葉県職業訓練実施計画の策定に向けた方針(案)

・ 介護分野 （人手不足分野）

求職者の介護分野等の仕事や訓練に関する理解促進のため、訓練前見学会等
への参加を積極的に働きかけるとともに、訓練コースの内容や効果を踏まえた
受講勧奨の強化を行う。
特に、委託訓練については、効果的な周知広報等、受講者数増加のための取組
も併せて行う。

・ デジタル分野 （成長分野）

受講者確保のため、本人の受講希望だけではなく、本人の職業能力や求職条件等
を踏まえた適切な職業相談、訓練のあっせんを行う。また、ミスマッチ低減の
ため、引き続き、事前説明会・見学会の機会確保と、ハローワーク訓練窓口職員の
ITリテラシーの更なる向上を図る。
また、委託訓練については、受講者数の実績を踏まえ、コース数の適正化を図る。

令和８年度 千葉県職業訓練実施計画策定に向けた方針

◎地域の人材確保
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非正規雇用労働者等が働きながら学びやすいオンラインを
活用した職業訓練の試行実施（令和６年度～） H   都道府県・JEEDによる公共職業訓練（委託訓練）として本格実施。

令和８年度全国職業訓練実施計画の策定に向けた方針（案）

Ａ 引き続き、介護分野等の理解促進のため、職場見学

会等への参加を積極的に勧奨するとともに、訓練の

内容や効果を踏まえた受講勧奨の強化を行う。

   また、委託訓練についてはFの措置も併せて実施。

B 本人の受講希望だけでなく、本人の職業能力や求職
条件等を踏まえた適切な職業相談、訓練のあっせんを
行う。また、ミスマッチ低減のため、引き続き、事前
説明会・見学会の機会確保を図る。さらに、訓練窓口
職員のITリテラシーの更なる向上を図る。

Ｃ 訓練修了者のスキルが活用できる求人等の確保を推
進する。
D  eラーニング等のオンラインを活用した訓練を受講
する求職者への適切な情報提供、意識付けとともに、
就職支援の充実を図る。

委託訓練の計画数と実績に乖離あり。
令和６年度も同様の傾向。

デジタル人材が質・量とも不足、都市圏偏在が課題。

令和７年度計画に挙げた課題と令和６年度の実施状況

F 引き続き、開講時期の柔軟化、受講申込締切日から受講開始日までの期間の短縮、効果

的な周知広報等、受講者数増加に向けた取組が必要。

G 引き続き、デジタル分野への重点化を進め、一層の設定促進が必要。

応募倍率が低く、
就職率が高い分野

【委託訓練】
応募倍率が低下し66.3％。就職率は低下。

【求職者支援訓練】
応募倍率は向上し73.6％。就職率は低下。

【委託訓練】
・IT分野：応募倍率は低下、就職率は向上。
・デザイン分野：応募倍率は低下、就職率は向上。

【求職者支援訓練】
・IT分野：応募倍率が低下、就職率は向上。
・デザイン分野：応募倍率が上昇、就職率は向上。

E 受講者数の実績等を踏まえ、必要な訓練規模を確保しつつ、計画数の見直しを図る。

令和８年度の公的職業訓練の実施方針（案）評価･分析

介護・医療・
福祉分野

応募倍率が高く、
就職率が低い分野

IT分野・
デザイン分野

求職者支援訓練におけるデザイ
ン分野を除き、その他の分野で
は低下しており、引き続き解消
傾向。

応
募
倍
率

特にデザイン分野における委託
訓練や求職者支援訓練の就職率
はそれぞれ68.9％、57.3％であ
り、就職率の向上に向け、引き
続き改善の余地がある。【Ｂ】
【C】【D】

就
職
率

両訓練ともに約70％であり、応
募倍率の上昇に向け、引き続き
改善の余地がある。【Ａ】

応
募
倍
率

依然、高水準で推移。
就
職
率

1
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令和７年度地域リスキリング推進事業一覧 

               

No 地方公共団体名 所属名 事業名 事業概要 

1 千葉県 産業振興課 
中小企業デジタル技術活用

支援事業 

（１）事業内容 

中小企業向けのデジタル技術導入事例セミナーや   

デジタル技術実習・体験型セミナー、デジタルツール活用

実践研修の開催 

（２）事業費 １７，３０４千円 

2 千葉県 産業人材課 
企業人材リスキリング支援

事業 

（１）事業内容 

中小企業向けオンデマンドリスキリング無料講座の開催 

（２）事業費 １１，３６７千円 

3 千葉県教育庁 生涯学習課 リカレント教育推進事業 

（１）事業内容 

学びの総合窓口の運営及び個別相談の実施 

リカレント講座の開催 

（２）事業費 １３，３２６千円 

4 千葉市 雇用推進課 
中小企業人材育成・能力開発

推進支援補助事業 

（１）事業内容 

市内中小企業の経営者、従業員の研修受講及び資格取得 

経費を一部補助 

※IoT、DX、GX 関係の講座受講を含む 

（２）事業費 ２，５００千円 
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2021年4月1日

厚生労働省 千葉労働局

教育訓練給付制度の指定講座の状況等
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教育訓練給付金の概要

一般教育訓練給付金
＜左記以外の雇用の安定・就職の促進に

資する教育訓練を対象＞

特定一般教育訓練給付金
＜特に労働者の速やかな再就職及び

早期のキャリア形成に資する教育訓練を対象＞

専門実践教育訓練給付金

＜特に労働者の中長期的キャリア形成に資する
教育訓練を対象＞

・受講費用の20％（上限10万円）・受講費用の40％（上限20万円）

・追加給付:１年以内に資格取得・就職等(※１)

⇒受講費用の10％（上限5万円）

・受講費用の50％（上限年間40万円）
（６か月ごとに支給）

・追加給付①:１年以内に資格取得・就職等
⇒受講費用の20％（上限年間16万円）

・追加給付②:訓練前後で賃金が５％以上上昇(※１)

⇒受講費用の10％（上限年間8万円）

給付
内容

○ 在職者又は離職後１年以内（妊娠、出産、育児、疾病、負傷等で教育訓練給付金の対象期間が延長された場合は最大20年以内）の者

○ 雇用保険の被保険者期間３年以上（初回の場合、専門実践教育訓練給付金は２年以上、特定一般教育訓練給付金・一般教育訓練給付金は１年以上）

支給
要件

12,352 講座1,188 講座3,300 講座講座数

73,766人4,947人37,165人（初回受給者数）
受給
者数

次のいずれかの類型に該当する教育訓練

① 公的職業資格又は修士若しくは博士の
学位等の取得を訓練目標とするもの

② ①に準じ、訓練目標が明確であり、
訓練効果の客観的な測定が可能なもの

民間職業資格の取得を訓練目標と
するもの等

次のいずれかの類型に該当し、かつ就職率等の
要件を満たすもの

① 業務独占資格、名称独占資格若しくは必置資格
に係る養成施設の課程又はこれらの資格の取得
を訓練目標とする課程等

② 一定レベル（ITSSレベル２）の情報通信技術に
関する資格取得を目標とする課程 (※２)

③ 短時間の職業実践力育成プログラム及び
キャリア形成促進プログラム

④ 職業能力評価制度の検定（技能検定又は団体等
検定）の合格を目指す課程（R7.4～）

次のいずれかの類型に該当し、かつ就職率等の
要件を満たすもの

① 業務独占資格又は名称独占資格に係る養成施設
の課程（４年制課程含む R7.4～）

② 専門学校の職業実践専門課程及びキャリア形成
促進プログラム

③ 専門職大学院の課程及び外国の大学院の経営管
理に関する学位課程（R7.4～）

④ 大学等の職業実践力育成プログラム

⑤ 第四次産業革命スキル習得講座等の課程
（ITSSレベル３以上）(※２)

⑥ 専門職大学･専門職短期大学･専門職学科の課程

講座
指定
要件

労働者が主体的に、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講し、修了した場合に、その費用の一部を雇用保険により支給。

（注）講座数は令和７年10月時点、受給者数は令和６年度実績（速報値）。（※１）令和６年10月1日以降に受講開始した者について適用。 （※２）令和６年10月１日付け指定から適用。

文部科学省連携

経済産業省連携

文部科学省連携

文部科学省連携
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受給の要件を
満たす者（※）

① 入講→講座を修了
（受講料を自ら負担） 住居所を管轄する

ハローワーク
③ 支給申請の手続き

④ 支払った費用の
一定割合を給付

（※）特定一般教育訓練・専門実践教育訓練については、講座の受講開始２週間前
までに、訓練前キャリアコンサルティングを受け、ジョブ・カードを作成し、
ハローワークにおいて、受給資格確認を行うことが必要

③ 教育訓練給付の対象講座として
指定（指定期間３年）

① 申請

１．教育訓練給付の対象講座になるまでの流れ

申請受付は年２回
（例年４月からと10月からの約１ヶ月間）

厚生労働省

② 審査

厚生労働大臣の指定を受けた講座

２．教育訓練給付を受給するまでの流れ

教育訓練について、継続、安定して遂行する
能力があること
当該講座について1事業年度以上の事業実績
を有していること
施設管理者や苦情受付者等、施設管理者を配
置すること

等

・

・

・

4月申請は10月指定
10月申請は4月指定

（指定基準）

② 教育訓練修了証明書等の発行

指定基準を満たす講座を有する
教育訓練機関

申請窓口等実施機関
（厚生労働省委託）

中央職業能力開発協会（令和７～８年度）指定希望講座の実施関係調査票及び
指定基準の確認関係書類

教 育 訓 練 給 付 金 の 指 定 申 請 等 の 概 要
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キャリアコンサルタント

社会保険労務士試験
ファイナンシャル・プランニング技
能検定試験
行政書士、税理士
通関士、マンション管理士試験
司法書士、弁理士
気象予報士試験
土地家屋調査士

中小企業診断士試験
司書・司書補
産業カウンセラー試験
公認内部監査人認定試験

第四次産業革命スキル
習得講座

ITSSレベル３以上の資格取得
を目指す講座
（シスコ技術者認定資格等）

ITSSレベル２の資格取得を目
指す講座
（基本情報技術者試験等）

ITパスポート
Webクリエイター能力認定試験
Illustratorクリエイター
能力認定試験

CAD利用技術者試験

介護福祉士（介護福祉士実務
者研修を含む）
社会福祉士
保育士
看護師、准看護師、助産師
精神保健福祉士、はり師
柔道整復師、歯科衛生士
歯科技工士、理学療法士
作業療法士、言語聴覚士
栄養士、管理栄養士
保健師、美容師、理容師
あん摩マッサージ指圧師
きゅう師、臨床工学技士
視能訓練士
臨床検査技師
主任介護支援専門員研修
介護支援専門員実務研修
介護職員初任者研修
特定行為研修
喀痰吸引等研修
福祉用具専門相談員
登録販売者
衛生管理者免許試験

医療事務技能審査試験
医療事務認定実務者
（Ｒ）試験
調剤薬局事務検定試験
健康管理士一般指導員
資格認定試験
メンタルヘルス・マネジメント
検定試験

情報関係

大型自動車第一種・
第二種免許
中型自動車第一種・
第二種免許
大型特殊自動車免許
準中型自動車第一種免許
普通自動車第二種免許
フォークリフト運転技能講習
けん引免許
車両系建設機械運転・
玉掛・小型移動式クレーン・
高所作業車運転・
床上操作式クレーン・
不整地運搬車運転技能講習
移動式クレーン運転士免許
クレーン・デリック運転士免許
一等無人航空機操縦士

輸送・機械運転関係

技術関係

営業・販売関係医療・社会福祉・
保健衛生関係

事務関係

専門的サービス関係

登録日本語教員

Microsoft Office Specialist 365
VBAエキスパート
簿記検定試験（日商簿記）
日本語教員、IELTS
日本語教育能力検定試験
実用英語技能検定（英検）
TOEIC、VERSANT、TOEFL iBT
中国語検定試験
HSK漢語水平考試
｢ハングル｣能力検定
建設業経理検定

調理師

宅地建物取引士資格試験

インテリアコーディネーター
パーソナルカラリスト検定
ソムリエ呼称資格認定試験
国内旅行業務取扱
管理者試験

製造関係

大学・専門学校等の
講座関係

測量士補、電気工事士
航空運航整備士
自動車整備士
海技士

電気主任技術者試験
建築士
技術士
土木施工管理技術検定
建築施工管理技術検定
管工事施工管理技術検定
電気通信工事担任者試験

製菓衛生師

パン製造技能検定試験

職業実践専門課程
（商業実務、文化、工業、衛生、
動物、情報、デザイン、自動車整備、
土木・建築、スポーツ、旅行、服飾・
家政、医療、経理・簿記、電気・電
子、ビジネス、社会福祉、農業な
ど）

職業実践力育成プログラム
（保健、社会科学、工学・工業な
ど）

キャリア形成促進プログラ
ム（医療、文化教養、商業実務
関係）

専門職学位
（ビジネス・MOT、教職大学院、法
科大学院など）

短時間の職業実践力育成
プログラム（人文科学・人文）

短時間のキャリア形成促進
プログラム（文化教養関係）

修士・博士
履修証明
科目等履修生

教育訓練給付金の講座指定の対象となる主な資格・試験など
専門実践教育訓練給付金
最大で受講費用の80％〔年間上限64万円〕
を受講者に支給（※１）

特定一般教育訓練給付金
最大で受講費用の50％〔上限25万円〕
を受講者に支給（※２）

一般教育訓練給付金
受講費用の20％〔上限10万円〕
を受講者に支給

※１ 2024年9月までに開講した講座は最大で受講費用の70％（年間上限56万円）を支給
※２ 2024年9月までに開講した講座は受講費用の40％（上限20万円）を支給

LL070408開若01
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指定講座の状況（訓練機関の所在地別・分野別）（令和７年10月１日時点）
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大学・専門学校等の講座
製造
技術・農業
営業・販売・サービス
事務
情報
専門的サービス
医療・社会福祉・保健衛生
輸送・機械運転

（講座数）

Ｎ＝16,840

○ 地域によって指定講座数にばらつきがみられるが、最も多い東京都が約2500講座と全体の約15%を占め、続いて北海

道、大阪府、愛知県、福岡県の順に多くなっている。

〇 分野別にみると「専門的サービス関係」「情報関係」「事務関係」については、指定講座の約５割が東京都の教育訓

練機関により実施されている。

資料出所：厚生労働省「教育訓練給付の指定講座に係る行政記録情報」より若年者・キャリア形成支援担当参事官室で作成

※ 訓練機関の所在地別で集計しており、一の訓練機関が同一の講座を複数箇所で開講している場合、開講箇所数に関わらず訓練機関の所在する都道府県に１講座計上している。
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千葉県における指定講座の状況（訓練機関の所在地別・主な資格別）
（令和７年10月１日時点）

○「輸送・機械運転関係」分野を全国と比較すると、千葉県も大型自動車第一種免許、中型第一種免許の順に多い。

○「医療・社会福祉・保健衛生関係」分野の全国の傾向は、介護福祉士が一番多く分野全体の3割強を占めるが、千葉県で
は特定行為研修が一番多い状況（分野全体の3割）。

資料出所：厚生労働省「教育訓練給付の指定講座に係る行政記録情報」より若年者・キャリア形成支援担当参事官室で作成

千葉県全国

一般特定一般専門実践計一般特定一般専門実践計
61 0 －61 2436 205 －2641 大型自動車第一種免許輸送・機械運転関係
34 1 －35 1777 110 －1887 中型自動車第一種免許輸送・機械運転関係
9 1 －10 865 61 －926 準中型自動車第一種免許輸送・機械運転関係

17 0 －17 669 35 －704 大型特殊自動車免許輸送・機械運転関係
22 0 －22 572 59 －631 大型自動車第二種免許輸送・機械運転関係
12 0 －12 311 6 －317 フォークリフト運転技能講習輸送・機械運転関係
12 0 －12 368 19 －387 けん引免許輸送・機械運転関係
14 0 －14 271 28 －299 無人航空機操縦士輸送・機械運転関係

33 0 －33 808 48 －856 その他輸送・機械運転関係

0 －－0 6 －－6 医療事務技能審査試験医療・社会福祉・保健衛生関係
24 0 2 26 1029 15 288 1332 介護福祉士（実務者研修含む）医療・社会福祉・保健衛生関係
0 9 －9 55 254 －309 介護支援専門員医療・社会福祉・保健衛生関係
4 4 －8 50 24 －74 喀痰吸引等研修修了医療・社会福祉・保健衛生関係
5 0 －5 209 79 －288 介護職員初任者研修医療・社会福祉・保健衛生関係
1 0 13 14 21 0 328 349 看護師医療・社会福祉・保健衛生関係

42 1 －43 249 131 －380 特定行為研修医療・社会福祉・保健衛生関係
1 0 1 2 30 6 137 173 社会福祉士医療・社会福祉・保健衛生関係
1 0 2 3 10 2 111 123 保育士医療・社会福祉・保健衛生関係
0 0 0 0 23 0 96 119 精神保健福祉士医療・社会福祉・保健衛生関係
0 0 3 3 4 0 119 123 歯科衛生士医療・社会福祉・保健衛生関係

4 0 9 13 136 8 452 596 その他医療・社会福祉・保健衛生関係

0 0 －0 202 0 －202 税理士専門的サービス関係
1 0 －1 108 2 －110 社会保険労務士試験専門的サービス関係
0 0 －0 40 0 －40 行政書士専門的サービス関係

3 0 0 3 152 0 22 174 その他専門的サービス関係

9 －－9 75 －－75 Microsoft Office Specialist情報関係
0 －－0 20 －－20 CAD利用技術者試験情報関係
2 －－2 45 －－45 Webクリエイター能力認定試験情報関係

－－0 0 －－301 301 第四次産業革命スキル習得講座情報関係

11 0 1 12 126 10 13 149 その他情報関係
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千葉県における指定講座の状況（訓練機関の所在地別・主な資格別）
（令和７年10月１日時点）

○「大学・専門学校等の講座関係」は、全国でも指定講座数の少ない「科目等履修生」で千葉県が7割を占めている。

資料出所：厚生労働省「教育訓練給付の指定講座に係る行政記録情報」より若年者・キャリア形成支援担当参事官室で作成

千葉県全国
一般特定一般専門実践計一般特定一般専門実践計

0 －－0 140 －－140 TOEIC事務関係
0 －－0 67 －－67 簿記検定試験（日商簿記）事務関係
0 －－0 30 －－30 中国語検定試験事務関係
0 －－0 5 －－5 ｢ハングル｣能力検定事務関係
0 －－0 4 －－4 実用フランス語技能検定試験事務関係
2 0 －2 5 26 －31 登録日本語教員事務関係
1 －－1 28 －－28 日本語教員事務関係
0 －－0 98 －－98 その他事務関係
2 0 －2 101 4 －105 宅地建物取引士資格試験営業・販売・サービス関係
0 0 7 7 69 0 317 386 その他営業・販売・サービス関係
0 0 0 0 20 0 11 31 計製造関係
0 0 0 0 67 0 1 68 建築士技術・農業関係
0 0 －0 56 0 －56 建築施工管理技術検定技術・農業関係
0 0 －0 50 0 －50 土木施工管理技術検定技術・農業関係
0 0 1 1 133 3 31 167 その他技術・農業関係

15 －－15 761 －－761 修士・博士大学・専門学校等の講座関係
－0 0 0 －1 6 7 キャリア形成促進プログラム大学・専門学校等の講座関係
－－3 3 －－688 688 職業実践専門課程大学・専門学校等の講座関係
－2 6 8 －52 231 283 職業実践力育成プログラム大学・専門学校等の講座関係

0 －2 2 2 －142 144 専門職大学院大学・専門学校等の講座関係
10 －－10 14 －－14 科目等履修生大学・専門学校等の講座関係
0 －－0 35 －－35 履修証明大学・専門学校等の講座関係

－0 0 0 －0 6 6 その他大学・専門学校等の講座関係
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都道府県別の教育訓練給付の受給者数・支給額について（令和５年度）

○ 居住地別の受給者数について、専門実践教育訓練給付初回受給者、特定一般及び一般教育訓練給付受給者の合計は約

11万６千人となっており、最も多い東京では約１万８千人で全体に占める受給者割合は約16％となっている。

資料出所：厚生労働省「雇用保険事業年報」

都道府県名
都道
府県
番号

都道府県名
都道
府県
番号 支給額（千円）

特定一般＋一般（受給者
数）

支給額（千円）
専門実践（延べ受給者数）

（※２）
専門実践（初回受給者数）

（※１）
支給額（千円）特定一般＋一般支給額（千円）

専門実践（延べ受給者数）
（※２）

専門実践（初回受給者数）
（※１）

27,486837 104,497764 316 滋賀県25139,1523,697 392,4323,238 1,209 北海道1

60,8311,535 293,7401,805 723 京都府2623,449665 79,347683 247 青森県2

241,8525,984 1,259,8298,399 3,056 大阪府2731,537923 60,251641 247 岩手県3

135,3104,171 636,2344,503 1,713 兵庫県2852,3241,304 167,7981,115 432 宮城県4

28,751716 122,929921 367 奈良県2913,995527 37,246378 162 秋田県5

19,134529 40,684377 157 和歌山県3023,747656 47,405376 148 山形県6

9,394302 39,374284 94 鳥取県3136,661937 82,680681 241 福島県7

11,579379 50,727396 135 島根県3252,2581,388 240,1241,895 630 茨城県8

44,0831,176 110,327980 381 岡山県3337,9651,165 148,0171,146 425 栃木県9

73,8781,884 237,0111,978 647 広島県3435,9541,044 202,1591,574 534 群馬県10

24,943704 68,541682 255 山口県35193,0104,826 1,001,4606,410 2,338 埼玉県11

14,566424 43,985398 162 徳島県36161,7363,827 706,3784,500 1,741 千葉県12

18,119540 126,871919 292 香川県37630,06911,719 3,246,13918,023 6,523 東京都13

27,216706 109,7751,011 384 愛媛県38279,3836,282 1,382,0709,095 3,614 神奈川県14

14,416379 74,905462 128 高知県3960,7461,575 127,310907 316 新潟県15

119,5392,894 677,1824,875 1,726 福岡県4014,188449 35,014325 145 富山県16

13,772370 131,2031,136 296 佐賀県4120,671518 65,059553 229 石川県17

13,490410 88,021758 268 長崎県4218,163519 31,251387 176 福井県18

36,5451,027 156,2321,284 405 熊本県437,034282 39,447360 136 山梨県19

13,937454 101,790816 278 大分県4437,6751,206 96,534925 395 長野県20

13,339443 109,962916 254 宮崎県4537,1881,083 126,881934 339 岐阜県21

27,678767 148,9901,176 405 鹿児島県4677,9412,203 236,1552,056 859 静岡県22

21,427538 231,2331,626 529 沖縄県47183,3604,832 759,1925,077 1,873 愛知県23

3,217,44479,927 14,380,40998,786 36,324 全国計39,9001,131 127,7081,041 394 三重県24

（注）：全国計は決算値であり、各都道府県分は業務統計値であるため、各都道府県の合計は全国計に一致しない。

○ 都道府県別の教育訓練給付の受給者数・支給額（2023年度）

（※１）（※２）：専門実践教育訓練給付は６月ごとに支給している。「専門実践（初回受給者数）」は2023年度に１回目の支給を受けた者。「専門実践（延べ受給者数）」は2023年度中に支給を

受けた延べ人数。
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（参考資料）
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令和５年度第２回の地域職業能力開発促進協議会（令和６年２～３月）以降、協議事項に「教育訓練給付制
度による地域の訓練ニーズを踏まえた訓練機会の拡大」を追加。以降、地域職業能力開発促進協議会の議論
の状況を踏まえ、訓練ニーズの高い分野等を対象に指定講座の拡大を図るため、令和６年10月申請期に向け
て講座指定申請勧奨や制度周知を実施。
※講座指定申請は年２回（４月及び10月）。10月申請は翌年4月指定、4月申請は10月指定。

令和７年４月指定期の新規指定申請講座数及び新規指定講座数を見ると過去５年間で最大となっている。

新規指定申請講座数・新規指定講座数の推移

R７．４．１R６．４．１R５．４．１R４．４．１R３．４．１

１６,５７７１５,７２２14,99714,56214,060指定講座数
（４．１時点）

（指定講座全体数）

949 917 
963 989 

1,270 

1,114 
1,048 

1,113 
1,186 

1,462 

－5.9％

＋6.2％
＋6.6％

＋23.3%

500

700

900

1,100

1,300

1,500

1,700

R3.4 R4.4 R5.4 R6.4 R7.4

新規申請・新規指定講座数（４月指定期）の推移
（講座数）

新規指定申請講座

うち新規指定講座

新規指定申請講座
対前年増減率

9
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＜都道府県労働局による取組＞

令和６年10月申請に向けた都道府県労働局及び本省による指定申請勧奨の取組

労働局職員が訪問等により講座指定申請勧奨を行った訓練施設等 ※一部重複あり

・専門学校等 14局
【岩手、秋田、神奈川、石川、山梨、長野、静岡、愛知、滋賀、山口、高知、福岡、佐賀、大分】

・指定自動車教習所 12局
【青森、千葉、山梨、長野、滋賀、奈良、広島、山口、香川、愛媛、福岡、長崎】

・デジタル関係 ９局【岩手、山形、新潟、石川、福井、三重、鳥取、山口、長崎】

・大学関係 ９局【山形、福島、石川、岐阜、静岡、滋賀、高知、佐賀、長崎】

・介護関係 ７局【宮城、山梨、長野、滋賀、山口、徳島、香川】

・看護・医療関係 ３局【青森、秋田、山口】

・無人航空機操縦士（ドローン）３局【岩手、長野、佐賀】

※その他にハロートレーニング実施施設、日本語教員養成機関、技能講習関係 等

都道府県労働局及び厚生労働省本省において、教育訓練施設や業界団体の訪問や、SNS等を通じ、講座指定
申請勧奨を実施

＜厚生労働省本省による取組＞

業界団体等を通じた講座指定申請の働きかけ
・指定自動車教習所（約1,300校）
・（建設車輌関係）登録教習機関（約200機関）
・デジタル等各種資格認定団体（約30団体）
・介護支援専門員研修実施機関（47都道府県）
・無人航空機操縦士の講習を行う登録講習機関（約700校）

＜国交省と連携＞

・大学等（約1,200校） ＜文科省と連携＞ 等

関係省庁や業界団体主催の会議等
・大学等向けリカレント教育説明会（約300校）

＜文科省と連携＞

・マナビDX講座提供事業者情報共有会（75機関※参加申込）
＜経産省と連携＞

・日本語教員養成機関向け説明会（約550機関）
＜文科省と連携＞

・（一社）全国産業人能力開発団体連合会説明会（30機関）等

その他

・労働局に来訪する教育訓練施設等へ

の制度周知

・地域協議会構成員を通じた制度周知

・経営者団体を通じた制度周知

・労働局のHPやSNSによる制度周知

その他
講座指定のメリットを強調したリーフレットや、申請手続や申請書記載のイメージ動画等を活用し、SNS等による周知広報を令和６年８～９月に

かけて集中的に実施（参考：Ｘ閲覧数約10万件 ※令和６年９月３日時点） 10
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令和７年４月指定期における取組の成果労働局の取組成果のあっ
た分野

労働局

・指定講座が一部の教習講習のみであった２校
⇒ うち１校は特定一般教育訓練で５講座の講座
指定申請を行い新規指定された。もう一校は、
一般教育訓練で７講座の講座指定申請を行い新
規指定された。

・指定講座が無かった１校
⇒ 今後の講座指定申請を検討。

労働局職員が広島県指定自動車学校協会を訪問し、教育訓練給付金制度と
県内自動車教習所の講座指定状況の説明及び傘下会員の自動車教習所への
講座指定申請勧奨の依頼を実施。また、県内自動車教習所３校を訪問の上、
制度説明を及び講座指定申請勧奨を実施（Ｒ６.８）

自動車
教習所

広島

・ＩＴ・医療事務関係の専門学校
⇒ 専門実践教育訓練で３講座の講座指定申請を
行い新規指定された。

・リハビリテーション関係の専門学校
⇒ 専門実践教育訓練で３講座の講座指定申請を
行い新規指定された。

教育訓練給付金の講座指定を受けている講座が「運輸・機械運転」関連に
偏っている状況を踏まえ、労働局職員が教育訓練給付金の講座指定を受け
たことがない専門学校２校（ＩＴ・医療事務関係、リハビリテーション関
係）を訪問し、制度説明及び講座指定申請勧奨を実施（Ｒ６.８）

専門学校山口

・高知大学大学院の「ヘルスケアイノベーション
コース」が職業実践力育成プログラムの認定を受
けるとともに、専門実践教育訓練で講座指定申請
を行い新規指定された。

労使団体から、各種職業資格や短大卒業資格の取得を訓練目標とする講座
の拡大要望があったことを受け、労働局から県内大学・短大・高等専門学
校及び専修学校（全28校）に対して、リーフレット及び講座指定申請手続
案内を同封した事務連絡文書による講座指定申請勧奨を実施（Ｒ６.８）大学院高知

・無人航空機操縦士の教習機関のうち１機関
⇒ 一般教育訓練で２講座の講座指定申請を行い
新規指定された。

ドローン講習は、遠隔地への物資の輸送、ダム等山奥での建設物の測量、
農薬散布など潜在的ニーズが見込めるのではないかという発言があったこ
とを受け、労働局から無人航空機操縦士の教習機関５校に対してリーフ
レット送付による制度周知、講座指定申請勧奨を実施（Ｒ６.９）

無人航空機
操縦士

佐賀

自動車教習所
⇒ 特定一般教育訓練で12講座、一般教育訓練で
１講座の講座指定申請を行い新規指定された。

安定部長、訓練課長が長崎県指定自動車学校協会を訪問し、制度周知の
リーフレット及び自動車教習所の教習の種別毎の講座指定状況を示しなが
ら、制度説明及び加盟教習所への周知依頼を実施（R６.７）
※本依頼を受け、同協会は県南地域、県北地域で開催した校長会議で制度
周知を実施。

自動車
教習所

長崎

地域職業能力開発促進協議会の協議結果を受けた
都道府県労働局における講座拡大の取組と成果

都道府県労働局における講座指定申請勧奨の取組と成果（例）
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都道府県労働局及び厚生労働省本省が講座指定申請勧奨に取り組んだ主な分野について、各年度４月１日付
けの新規指定講座数をみると、令和６年４月１日から令和７年４月１日にかけ、大半の分野や勧奨先におい
て、増加する結果となった。

指定申請勧奨に取り組んだ主な分野に係る指定講座の状況（令和７年４月１日時点）

無人航空機
操縦士専門学校等大学等デジタル看護関係介護支援

専門員自動車免許

２５３６９０１,０８５５５８７４９260７,６０１
指定講座数

（Ｒ７．４．１
時点）

0 0 1
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千葉労働局における教育訓練給付講座拡大の取組について

令和7年10月1日付で、新規に教育訓練給付指定講座となった。
特定一般教育訓練：1校（2コース）※中型自動車免許・準中型自動車免許

・土日や夜間に教育訓練を行う上で、訓練機関側のマンパワー的な難しさがある
・eラーニングで学ぶことができる分野もあるが、実習で手を動かすことが重要な分野もある
・人手不足の現状を踏まえて、輸送・機械運転に関する講座の確保を要望

令和6年度第1回協議会における意見等

eラーニングを実施できない人手不足分野として、大型・中型免許取得コースに
おける指定講座拡大の取組を実施

千葉労働局

指定講座申請の
検討を依頼

一般社団法人千葉県指定
自動車教習所協会

指定講座の
申請を勧奨

指定講座を受けていない
自動車教習所

- 43 -



放送大学における
教育訓練事業について

2025年11月21日

令和７年度第１回千葉県地域職業能力開発促進協議会

放送大学学園理事

里見 朋香

本部：千葉市美浜区若葉



１． 放送大学の概要

〇設立目的

放送大学学園法により設置（１９８３年。創立４２年目）。

【目的】
大学教育の機会に対する広範な国民の要請にこたえるとともに、
大学教育のための放送の普及発達を図ること

学生数（2025年10月1日時点）
学部 82,810人
大学院修士課程 3,262人
大学院博士課程 91人

〇科目の豊富さと品質の高さ

文理幅広く、学部・大学院で、合計400科目以上を常時開講

基盤～総合まであらゆるレベルに対応

全国の国公私立大学から多くの実績ある客員教員を招き、
質の高い一流の授業を提供。

〇全国の学習センター

全都道府県に計57の学習センター等が存在。

千葉県には、本部と千葉学習センター
がある。

〇学び方の柔軟性

＜放送授業＞
映像・音声・テキストブック
による授業形態

＜オンライン授業＞
すべてを専用LMS上で行う
新しい学習形態

いずれも学習～評価まで
インターネットで完結し、時間と場所から解放

２



学生種 講座名称 期間 修了要件

学
部

選科履修生
企業会計コース

1年 指定された科目群から４科目以上の単位を修得
企業経営コース

科目履修生
企業経営（短期養成）
コース

6ヶ月 指定された科目群から２科目以上の単位を修得

選科履修生

学校地域連携コーディネータプラン

1年

14単位以上修得（必修6単位・選択必修2単位含む）

データサイエンスリテラシープラン 8単位以上修得（選択必修4単位含む）

データサイエンスアドバンスプラン 11単位以上修得（必修6単位・選択必修5単位含む）

大
学
院

修士全科生
生活健康科学プログラム
社会経営科学プログラム
情報学プログラム

2年

2年以上在学し、30単位以上を修得（研究指導8単位を含
め16単位以上を所属するプログラムの授業科目より修得

するものとする。）し、かつ、修士論文又は特定課題研
究の審査及び試験に合格すること

修士選科生
社会経営コース 1年

指定された科目群から４科目以上の単位を修得
臨床心理コース 1年

修士科目生

社会経営（短期養成）
コース

6ヶ月

指定された科目群から２科目以上の単位を修得
臨床心理（短期養成）
コース

6ヶ月

（2025.10.1現在）

※学部 選科履修生：1年間在学する非正規生、科目履修生 ： 6か月在学する非正規生

※大学院 修士全科生 ：2年間在学する正規生、修士選科生：1年間在学する非正規生、修士科目生：6か月在学する非正規生

2024年4月
指定講座

２． 放送大学における教育訓練給付制度の実施状況について

2023年10月
指定講座

３



２． 放送大学における教育訓練給付制度の実施状況について

■指定当初の経緯

放送大学における教育訓練給付制度の設立は、平成10（1998）年12
月「教育訓練給付制度」が創設、平成11（1999）年4月に文部省より
「教育訓練給付制度の活用」について検討依頼があり、5月に文部省、
労働省と具体の内容を検討し、6月に文部省より4コースを労働省に申
請、8月に学部の4コース（人事管理、企業経営、先端技術、国際ビジ
ネス関係）が指定された。

平成13（2001）年9月に文部科学省より通知された「教育訓練給付制
度に係る大学・大学院等の講座の指定範囲の拡大及び同期的指定につ
いて」を受け、大学院の給付制度の拡充の検討を行い、平成14
（2002）年4月に2コース（社会経営、臨床心理）が指定された。

４



２． 放送大学における教育訓練給付制度の実施状況について

■近年の指定講座の拡充

講座の訓練目標が職業に役立つものとして明確であること、教育目標
が示されている既存の科目群を利用して申請することが、効果的・効率
的であること等を踏まえて選定し、2023年5月に放送大学エキスパート
のうち学部の3コースの申請を行い、同年10月に指定講座になった。

さらに、すでに指定を受けているコースとの親和性があること、所属
学生の属性等を鑑みて学習成果をキャリアアップにつなげるという本制
度との関係を踏まえて、2023年10月に大学院修士課程3プログラムの申
請を行い、翌年4月に指定講座になった。

2025.10.1現在の放送大学の教育訓練給付制度厚生労働大臣指定講座は、
学部：6コース、大学院：7コースとなっている。

※すべて放送授業又はオンライン授業で構成

５



【参考】千葉県の講座受講者数 2025年10月1日時点

【受講者地域分布図】

DS

ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ

DS

ﾘﾃﾗｼｰ

学校

地域

企業

会計

企業

経営

企業

経営(短)

社会

経営

社会

経営(短)

臨床

心理

臨床

心理(短)

合計

千葉県 1 4 0 1 1 1 2 0 7 1 18

※全国4位（6.29％）

学部 大学院修士課程

３． 2025年度教育訓練給付制度受講者数

６

1.講座の受講者数 2025年10月1日時点

DS

ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ

DS

ﾘﾃﾗｼｰ

学校

地域

企業

会計

企業

経営

企業

経営(短)

社会

経営

社会

経営(短)

臨床

心理

臨床

心理(短)

合計

1.北海道･東北 0 4 4 4 3 0 2 0 7 0 24

2.北関東･甲信越 3 6 3 4 1 0 2 0 6 1 26

3.南関東 13 33 8 7 10 1 12 3 42 8 137

4.東海･北陸 3 4 2 3 0 0 2 1 7 0 22

5.近畿 4 4 6 1 3 0 6 0 11 0 35

6.中国･四国 2 3 1 3 0 0 1 0 13 0 23

7.九州･沖縄 0 5 6 0 2 0 1 0 5 0 19

25 59 30 22 19 1 26 4 91 9 286

大学院修士課程学部



大学院 社会経営 ：公務員等1、会社員等1
臨床心理 ：公務員等3、会社員等3、専業主婦（夫）等1
臨床心理（短）：看護師等1

【参考】千葉県の受講者数（18名）のコース別職業内訳（受講者0人のコースは省略）

学部 DSアドバンス ：専業主婦（夫）等1
DSリテラシー ：公務員等2、会社員等2
企業会計 ：教員1
企業経営 ：会社員等1
企業経営（短）：専業主婦（夫）等1

※放送大学学生が在職者か離職者かは不明であるが、出願時の「職業」記載欄の回答を講座別に一覧にしたもの。

2.受講者の職業

DS

ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ

DS

ﾘﾃﾗｼｰ

学校

地域

企業

会計

企業

経営

企業

経営(短)

社会

経営

社会

経営(短)

臨床

心理

臨床

心理(短)

合計

教員 1 1 6 2 0 0 0 0 10 0 20

公務員・団体職 0 8 3 1 1 0 5 2 19 0 39

会社員等 13 29 9 7 12 0 18 2 35 4 129

自営業・自由業 1 1 1 0 3 0 1 0 6 0 13

看護師等 0 3 4 5 0 0 0 0 4 3 19

パートタイマー 1 5 5 3 0 0 0 0 6 1 21

アルバイト等 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 5

定年等退職者 3 2 1 3 2 0 1 0 2 0 14

無職(専業主婦

(夫)・定年等退
3 6 0 1 0 1 1 0 3 0 15

その他 2 1 1 0 1 0 0 0 5 1 11

25 59 30 22 19 1 26 4 91 9 286

大学院修士課程学部

４． 2025年度教育訓練給付制度受講者の職業

2025年10月1日時点受講者の職業

７



５． 放送大学における教育訓練給付制度の今後について

教育訓練給付制度を利用したいという相談は、毎年一定数ある。

大学院修士全科生の残りの4プログラムについても申請の可能性を模索
している。
また、放送大学独自の科目群履修認証制度（履修証明プログラム）

「エキスパート」17プランのうち、「健康福祉指導プラン」「福祉コー
ディネータープラン」は地域ニーズが高いと認識している。

ただ、指定講座を増やすためには、指定に伴う事務的な負担増への対応
が課題となっている。

【本学固有の課題】
・学生ごとに入学金・授業料が異なるため、
個々に金額の確定作業が発生。
・指定された科目に毎年度見直しが発生。
・オンライン中心であるため学修指導が困難
（講座修了者は平均約４割）。
・講座修了者の声の集約・改善に繋げられてい
ない。
・証明書発行フォーマット変更後、システム改
修ができておらず手作業が発生。

【国の制度に伴う課題】
・成績確定後の短期間で、紙の証明書を国の指
定用紙に印刷し、領収書及びアンケート、教育
訓練給付金支給申請書を全国の学生に発送する
必要。
・科目見直しに伴う変更申請手続のために、毎
年度膨大な資料の準備が必要（募集要項、シラ
バス、学則など新規指定と同じ資料が必要）。
・指定期間が3年間であるため、修士全科生の2
年間のカリキュラムと合っていない（課程の途
中で指定期間が切れる）。

８



今後期待される取組（例）

１．制度のさらなる周知
・関係機関との連携を深め、大学に教育訓練給付が受けられる講座があ
ることをもっと周知できないか。

２．証明書のオンライン化
・大学側がシステムに受講結果を入力すれば、ハローワーク側のシステ
ムで受講証明を確認することができるような、オンライン化による業
務効率化ができないか。

３．再指定手続きの簡素化
・指定期間の延長や、再指定の際の提出資料の簡素化ができないか。

４．受講生アンケートの統一、オンライン化
・全国統一のオンライン・アンケートフォームを導入し、講座修了者が
ウェブから直接回答できる仕組みが整備できないか。

・講座修了者の回答内容は、大学側でも確認できる仕組みができないか。

６． 教育訓練給付指定拡大に向けての課題

９
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